
株式会社　本庄土建は、女性が働きやすい職場環境づくりを促進するため

1 法で定める短時間勤務制度（所定労働時間の短縮）

2 法で定める所定外労働の免除

3 始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ

4 出産、結婚、退職後の正社員としての再雇用

上記以外、様々なかたちで「女性が働きやすい職場」を目指します。

『多様な働き方への取込み』


